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第５回町田市生涯学習審議会会議録 

 

１．開催日時：２０２３年１０月５日（木） １０時００分～１２時００分 

２．開催場所：町田市役所１０階 １０－３・４・５会議室・オンライン 

３．出席者 

  委員 吉田会長、依田委員、鶴岡委員、大澤委員、陶山委員、仲村委員、

渡邉委員、小林委員、増田委員、西澤委員 

  事務局 生涯学習部長、生涯学習総務課長、生涯学習総務課担当課長、 

      生涯学習センター長、図書館副館長、文学館長、 

生涯学習総務課担当係長、生涯学習総務課職員 

  傍聴者 １名 

４．町田市教育プラン２４－２８（原案）のパブリックコメントの実施につ

いて 

５．生涯学習推進計画２０１９－２０２３事業実績（2022年度分）について 

６．生涯学習部の報告事項 

７．その他 

 

 

【会議内容】 

 

会 長：第５回生涯学習審議会を開催します。 

質疑応答を充実させたいので、説明の話が長くなりがちですが、ご

意見を出していただければと思います。ＡＩの時代には、質問をす

る、問いを立てることが一番大事だと分かってきていますので、人

間の最も肝心な知性は、問いを立てて、それを追究することだそう

です。 

次第に沿って会を進めます。町田市教育プラン２４－２８（原案）

のパブリックコメントの実施について、事務局からご説明をお願い

します。 

 

事 務 局：資料１についてご説明します。昨年度以来、審議会の中でご説明しご

意見を頂戴してきた次期教育プランの原案について、１０月１日から

市民意見募集、パブリックコメントの募集を開始しました。 

なお、プランの名称について、これまで仮称といった表現を付してい

ましたが、８月に開催した教育委員会定例会において名称が確定した

ので、今回、町田市教育プラン２４－２８と正式名称となっています。 
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まず１ページ目、計画案の概要については、後ほどご説明しますが、

次ページ以降、原案の概要版の内容についてご説明します。 

２番目のパブリックコメントの実施概要になります。実施期間は、１

０月１日から１０月３１日まで募集となっています。 

また、関係資料の閲覧、配布場所については、町田市ホームページへ

の掲載、市庁舎、各市立図書館、市民文学館、生涯学習センターのほ

か、今回、子どもに関係する計画ですので、各子どもセンターにも資

料を設置しています。 

意見の提出方法は、郵送、ファックス、メールのほか、ＬＩＮＥを使

用してご意見をいただくことが可能となっています。 

今後のスケジュールは１０月中に意見募集を行った後、１２月に実施

結果を市議会に報告する予定です。また、来年２月に次期プランとし

て確定したものを３月に公表予定としています。 

では、２ページ目以降の概要についてご説明します。こちらは、５月

に開催した第４回審議会ではプランの原案、その時点のものをお配り

しましたが、今回、その原案の内容の概要版としてまとめたものをお

示ししています。 

内容について、５月の内容から大きく変更等はございませんが、例え

ばレイアウトや図の表示などは見やすいものとして修正を加えてい

ます。 

まず、１ページから２ページについて「計画の概要」として「計画策

定の主旨」、「計画の位置づけ」、「計画の期間」、「計画の推進体

制」を記載しています。 

なお、２ページ上部、「計画の期間」の図で、次期教育プランと生涯

学習推進計画、今まで個別に持っていたものを統合した構成になって

います。 

３ページをご覧ください。３ページから７ページにかけて「町田市の

教育を取り巻く現状と課題」として現状を示す各データや課題等を記

載しています。 

まず、生涯学習に関わる内容について、５ページに記載していますが、

関連データ⑦として「学びの機会の提供」で「この１年間に知識や技

能を習得する機会のあった市民の割合」、「必要とする知識や技能を

十分に習得することができているか」をまとめています。 

なお、データについて前回の５月のプランに掲載していたものと、内

容は変わっていません。多少、レイアウト等は変えています。 

６ページにお進みください。６ページ、７ページにかけて、本計画で
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取り組むべき課題をまとめています。左から右に向かって進むような

イメージで捉えていただければと思います。 

こちらに、現行の教育プランの振り返り、第３期計画として振り返り

や社会環境の変化を踏まえた課題を整理しています。 

「第３期計画の振り返り」について、今年度までを計画期間とする現

行の教育プランの振り返りです。現行のプランについて、基本方針Ⅰ

からⅣまで記載していますが、現行のプランですと基本方針Ⅳが生涯

学習のものを主にまとめた構成になっています。 

７ページです。次期教育プランで取り組んでいく課題として整理した

ものになりますが、生涯学習推進計画が統合することから、新たなプ

ランでは、取り組む課題について、学校教育と生涯学習の分野がそれ

ぞれ基本方針のⅠからⅣに織り込まれた構成にしています。 

８ページから１１ページにかけて、基本的な方向性を記載してまとめ

ています。８ページは昨年来ご紹介していますが、教育目標を新たに

掲げています。「自ら学び、あなたと学び、ともに創る町田の未来」

としています。 

また、新たな要素として「学び続ける力」視点を構成としてまとめて

います。 

９ページをご覧ください。「計画策定にあたり必要な視点」がありま

す。前回の審議会で「デマンドサイドの視点」の表現が分かりにくい

のではないかとご指摘をいただきました。このご意見を踏まえまし

て、例えば「デマンドサイドの視点」、その下に「サービスを受ける

側の視点」といった、それぞれ説明を付した記載を追加しています。

経営の視点ですと「環境変化を踏まえ効果的な事業展開を行う視点」。

また「独自性の視点」としては「町田市ならではの強みを生かす視点」

としています。 

１１ページをご覧ください。基本方針にひもづく施策、それと重点事

業を１ページにまとめています。重点事業２３「多様な図書館サービ

スの提供」と記載を設けています。５月の審議会の段階では「障がい

者向けの多様な図書館サービスの提供」といった事業名にしていまし

たが、前回の審議会で障がい者に限定しないほうがよいというご意見

を頂戴しましたので、より広く捉えるため名称を修正しています。 

１２ページ以降について、各基本方針にひもづく施策、重点事業、そ

れぞれの概要をまとめて記載しています。５月の原案自体ですと、各

事業についてかなり詳細にスケジュールも含めて記載していました

が、概要版ですので、まとめて記載をしています。 
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こちらの生涯学習に関わる施策、重点事業として、１４ページをご覧

ください。基本方針Ⅰにひもづく施策５「学びのきっかけとなる機会

を提供する」について、成果指標と重点事業、重点事業１４「まちだ

の歴史・文化を学ぶ機会の充実」や「ことばの魅力を伝える“ことば

の扉”事業の推進」で、１５ページにかけて５事業の概要を記載して

います。 

それぞれ概要の内容について、前回の審議会でご案内した内容と大き

く変更は生じていません。 

１６ページをご覧ください。基本方針Ⅱ施策３にひもづく「誰もが学

べる機会を提供する」について、重点事業「学びのセーフティネット

の充実」、「多様な図書館サービスの提供」の２つの生涯学習関連事

業として記載しています。 

１７ページをご覧ください。基本方針Ⅲにひもづく事業になります。

施策２「学び続けることができる環境を整備する」について指標があ

りますが、１８ページにかけて事業を記載しています。 

１８ページ、基本方針Ⅳ「学校と地域が連携した学びを推進する」施

策があります。重点事業３６「学校施設活用の推進」を生涯学習の関

連として含めています。 

施策２は、「地域での学びを推進する」です。重点事業３７「地域で

の学びの拡充」から４０「学びのネットワークづくりの促進」まで、

４つの重点事業を記載しています。 

２０ページをご覧ください。スケジュールを記載しています。以前お

示ししたものと大きく変わるところはありません。今年度について５

月は、前回開催した第４回生涯学習審議会では原案を示しました。そ

の後、庁内の経営会議や教育委員会定例会を経て、今回、１０月には

第５回生涯学習審議会とパブリックコメントの実施を記載していま

す。 

この後、１２月の議会でパブリックコメントの実施結果を報告すると

ともに、２月の教育委員会定例会において教育プラン確定予定です。 

また、２月に次回の審議会開催を考えています。確定したプランや、

パブリックコメントの内容についてご報告します。 

事務局の説明は以上です。 

 

会 長：ただいまの案件について、ご質問などありますか。 

 

Ｈ 委 員：８ページ「基本的な方向性」、教育目標について学校教育だけでなく
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て大人に対しても目指す姿を示していると思いました。特に他者への

理解を深めるのはとてもいいと思いました。私は高齢者ですが、なか

なか他者への理解を深めるのは難しいとよく自覚していて「他者受

容」もいい視点だと思いました。 

 

生涯学習 

総務課長：これまで社会教育は、どちらかというと子どもは別というスタンス

だったのですが、今回は、学校教育とも社会教育とも全部一緒にな

って学ぶ力を推進する方針としています。 

 

Ａ 委 員：今ご指摘いただいた他者への理解は、今の時代にとても重要なことだ

と思っています。改めて思いながら施策の中を見ましたが、対応する

ところが１４ページの４「他人への理解」となっています。主語が「児

童生徒が」となっていますが、ここは、子どもたちだけではなく、大

人も他者への理解や受容を心がけていくことは必要かと思いました。 

 

生涯学習 

総務課長：今回、皆様に主に生涯学習を中心にご議論いただきましたが、この施

策の中には学校教育で主に行うことも入っています。施策４は、まさ

に子どもたちの心を育む施策ですが、様々な場面で皆様からも、例え

ば、道徳地区公開講座は地域でもっと大人に参加してもらったほうが

いいのではないかというご意見もいただいたので、実現できたらいい

と考えています。 

 

会 長：私もＡ委員と同じことを考えていました。大人が子どもの鏡で、子ど

もを見れば大人が分かります。だから、いじめがあることは、そこの

町や地域の人権感覚を問われる問題だと思います。不登校の問題は

様々理由がありますが、これも含めて生涯学習、市全体で考えなくて

はいけないと思います。この「他人への理解、豊かな心、思いやりを

育む」は、子どもが主語になっているのではなくて、大人もやらなく

てはいけないし、大人のほうがむしろずっと、特定の地域や人をいじ

めたり、権利を剥奪したり、自由を妨げたりしている状況です。人権

問題は、むしろ子どもよりも大人のほうが問題なのではないかと思い

ます。 

 

Ｇ 委 員：１８ページ重点事業３４「『町田市学校支援人材バンク』の創設・活
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用」とありますが、これは学校の授業で何か登録していらっしゃる

方たちを活用していくためのリストがあって、そこから、昔遊びを

したいときにはこういう団体があるから頼めば応じてくださるよう

なイメージなのでしょうか。 

 

事 務 局：本日は学校教育部職員がおらず、詳細なご案内は難しいですが、Ｇ委

員がおっしゃっていたとおり、学校の授業などでご協力いただけるよ

うな方を人材バンクとして登録するような制度のことです。 

 

会 長：地域の方が学校に入ってくる方向性ですね。実際に学校でやらなくて

も今、町田でも行っている放課後学習について、地域の方が主体とな

って子どもたちの学習の面倒を見るのは実際に行われています。未来

塾といい、東京都の予算もついていますので、ぜひそれを積極的に活

用して、その際に、地域の方が指導者とまではいかないまでも支援者

として機能していただくことが求められる姿としてあるのではない

かと思います。何らかの形で地域の方たちにも、市民の方にも分かっ

ていただけるといいかと思います。 

 

Ｅ 委 員：私は、まずパブリックコメントが実施されることを歓迎したいと思い

ます。特に生涯学習、社会教育の業界において、会長もご存じのとお

り、住民参加がすごく重視されていることもあって、根本的な修正は

できないとは思いますが、形式的なパブリックコメントだったとなら

ないようにしたいと強く期待するところです。 

もう一つ、私が期待したい、できれば示されたらいいのではないかと

思うのは、どこの自治体でも難しい問題だとは思いますが、目標値の

設定です。なぜこの目標値なのかと市民から問われたときに、それが

分かるような形で示されるとよいのではないかと思います。この設定

はどの自治体でもかなり苦労されているところだと思いますので、絶

対とは申し上げませんし、概要版はなくてもいいと思いますが、何ら

かの形で市民が疑問に思ったときに分かるような形だとうれしいと

思います。 

 

会 長：説明責任の問題もあるので、何で何％なのかは、今ここで直ちにとい

うわけではないですが、恣意的に決めているわけではないと思うの

で、説明できるようにしていただければと思います。 
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生涯学習 

総務課長：成果指標は５年間で達成したいことを掲げていますが、様々なご意見

をいただいています。パブリックコメントの中でもそうしたご質問が

あると思いますので、きちんとお答えしていきたいと思います。 

パブリックコメントですが、今回、ＬＩＮＥを使うのが市でもあまり

ない試みで、各委員のお手元にはチラシをお配りしていますが、ＱＲ

コードからもご意見をいただけるようになっています。お時間のある

ときにのぞいていただければと思います。 

 

会 長：これは１つの理念系で具体的なものではないです。これを具体化する

ためには、もう一つ下のレベルの実施計画みたいなものが当然出てく

るだろうし、それが必要になってくると思います。 

 

Ｂ 委 員：ピンポイントですが、プールのことについて質問します。「学校プー

ル施設の機能向上」と書かれていますが、学校のプールの授業を見

ていると、マニュアルどおりのガイドラインに沿った指導をされて

いるとは思いますが、昨今、水難事故がすごく多いので、事故防止

や指導の部分で力を入れていただきたいと思います。指導員の増員

も今後考えていただけたらうれしいと思いました。 

 

生涯学習 

総務課長：学校プールに関しては様々課題があります。プールは維持管理に非常

に手間がかかるので、本事業内容については、施設の機能の話がメイ

ンですが、ご意見は学校教育部ともしっかり共有をさせていただきた

いと思います。 

 

会 長：学校教育、生涯学習と分かれないでいろいろなことを考えていく、そ

ういう時代を迎えようとしているときに、学校のプールは先生方が管

理している。例えば、川崎でプールの水の出しっ放しがあり、校長と

教員が支払った話もがあります。でも、これは市全体で考えなくては

いけないし、教員の働き方改革の問題も含めると、外部の指導員や管

理者を適切に運用する、雇用することも必要だと思います。 

それから、食育、給食のこともあると思います。プランの問題ではな

いですが、今、都内も含めて給食費を無償化する、あるいは公的費用

として支出する話が出てきていて、実際に始めているところもありま

す。町田市も恐らく、たくさん子どもがいるから大変でしょうが、率
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先的にやると、町田市は子どもたちの育成について大変協力的である

と、転入者が入ってくることもあるので、そのあたりも少し考えてい

かないといけない。 

これはプランの問題よりも、理念を実現するための施策の問題だと思

いますが、考えていただく必要があるかと思っています。 

 

Ｆ 委 員：とてもいいプランだと思いますが、あえて１点、外国人に関すること

が少ないと思いました。先ほど会長が、理念があって、それを実際に

アクションとして起こすと、そのアクションの部分でいろんなプラン

ニングがあるならばよろしいと、いろいろ政治的な問題も含んでいる

ようなことがあるので難しいところはあると思いますが、これを他自

治体の方が見たときにどういうふうに思うか、そういう印象の問題は

大事だと思います。 

重点事業２１「帰国・外国籍児童生徒等への日本語指導の充実」で記

載のとおりですが、児童生徒以外の外国人に対することをどうするか

は、それを入れるにしろ、入れないにしろ、返答は一応しておいたほ

うがいいのではないかと。先ほど申し上げたように、他自治体の方が

ご覧になったときにどういう印象を持つかは考えておいたほうがい

いのではないかと思いました。 

 

生涯学習 

総務課長：すぐには難しいかもしれないですが、市全体としていろいろな課題が

あるので、Ｆ委員がおっしゃったことも意識してやっていきたいと思

います。 

 

会 長：私もＦ委員と同じことを考えました。例えば、２８年までの間にいろ

いろなことが起こってしまうかもしれないし、あるいは全く予想しな

いことが起こるかもしれない。ただ、間違いなく現実化するのは、ど

んな形であれ、日本人だけではなく外国人の人たちが多く住むように

なり、その人たちによって日本が支えられる時代になることだと思い

ます。ですから、この問題について生涯学習、あるいは市全体で考え

ていかないといけないと思います。例えば、外国人をどのように受け

入れて、対応するのかは非常に大きな問題で、町田市が、先ほどのい

じめ問題や人権問題と同じように、人種的な問題とか、日本人と他国

籍の人の共存問題を考えなくてはいけない時代だと思います。これ

は、２８年まで教育プランが持続するならば、その中で適宜修正しな
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くてはいけない部分だと思います。ですから、できたら終わり、それ

に対してどのぐらい完成したかを考えるだけではなくて、適宜、微調

整をしていく必要があるかと思います。 

 

生涯学習 

総務課長：計画そのものを大きく見直すのは、大きな社会的状況があったとき 

と考えていますが、毎年度の変化に対応していくため、２ページ「計

画の推進体制」の中にあるように、ＰＤＣＡサイクルとＯＯＤＡルー

プについて記載しています。皆様も日々暮らしていて、本当にいろん

な課題があると実感していらっしゃると思いますが、行政でもいろい

ろな課題にどうやったら対応していけるか、本教育プランを５年間掲

げた中で、毎年度適宜対応していきたいと考えています。 

 

会 長：次は、生涯学習推進計画２０１９－２０２３について事業実績等をご

説明お願いします。 

 

生涯学習 

センター長：資料２「町田市生涯学習計画２０１９－２０２３」に係る２０２２年

度事業実績の報告についてです。 

本計画は、町田市教育プラン２０１９－２０２３を具現化するための

アクションプランとして策定したものです。２０２２年度の実績とし

てまとめましたのでご報告をするものです。 

まず、１の取組項目です。３９件の取組を定めており、そのうち１５

件は教育プランに掲げる重点事業となっています。 

２の評価方法ですが、各取組に対して、ＡからＥの５段階で評価して

います。 

意見聴取ですが、今回、生涯学習審議会にご報告するのと、それから、

様々な各所管施設が持っている運営協議会などでお話を聞き意見を

伺って、まとめていくものになっています。 

その次のページから実績の報告の部分になります。報告書のページ番

号で５ページをご覧ください。３９項目の取組の一覧表を掲載してい

ます。そして６ページ目以降、これは個々の取組を記載している表に

なります。 

６ページ目以降、上段には本計画策定時の事業概要、それから、活動

の指標、工程表、年度目標を記載しています。 

ページの下段、こちらは２０２２年度の事業実績として３９項目、５
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３の指標に対してＡからＥの５段階で評価しています。取組状況、課

題、今後の取組の方向性を記載しています。 

各ページ、全部は説明できませんので全体的な話でご説明しますと、

ＤとかＣが、最初は目立つのですが、全体的な傾向をお伝えします。

５３件の指標のうち、Ａ評価の「計画以上に目標を達成した」が１２

件、Ｂ評価の「目標を達成した」が２１件、Ｃ評価の「おおむね目標

を達成した」が７件で、全体でＣ評価以上が７５％となっています。

ちなみに、Ｄ評価が１２件、Ｅ評価は１件です。 

２０２２年度、全体的な評価ですが、新型コロナウイルス感染症の影

響を受けたものの、その影響を受けて計画どおりに進められなかった

事業も幾つかあったことは事実ですが、その分、その代わりにアウト

リーチ事業の拡充ですとか多様な情報発信により、生涯学習施設の認

知率の向上や、若者など新たな利用者の獲得につなげることができた

事業も多くあったことをご報告します。コロナの影響はあったもの

の、市民の学習機会を様々な形で提供することができたと考えていま

す。 

本計画は２０２３年度までの取組になります。教育プランの現在の教

育目標である「生涯にわたって自ら学び、互いに支え合うことができ

る地域社会を築く」の実現を目指し、引き続き各事業に取り組んでい

きます。 

説明は以上になります。 

 

会 長：これは本年度までで、また来年度に評価をすると思いますが、これに

関していかがでしょうか。 

 

Ｅ 委 員：私個人としては、町田市は施設に関しても、行政全体に関しても、こ

うやって評価を熱心に、丁寧にされていると思っていて、会長もご存

じですが、図書館協議会でこういった行政の評価に委員がコメントを

さらにつけるというような取組もしていて、結構丁寧に評価がなされ

ていると思っていますので、引き続きこういった取組が続けばいいと

思うところです。 

２点、確認したいのですが、１点は意見です。１つは、もしこういっ

た取組状況を今後もまとめていかれるということがありましたら、各

指標に対して取組状況を書かれていると思うのですが、取組状況の欄

に、冒頭に現状値を書かれたほうが達成、未達成の根拠として読みや

すいのではないかと思います。 



11 

 

例えば、目標が３００件だというのが上に書かれていますが、取組状

況の中では、文章を最後まで読まないと今年が何件だったのかが分か

らないというものがありまして、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの評価の根拠に

なるわけですから、冒頭に、今年は何件でした。具体的には次の取組

を行いましたという書き方にしたほうが市民にとっては読みやすい

と思います。 

それからもう一つは、ＡからＥの判断については、目標値の何割まで

達成したら大体これぐらいみたいな目安は内部で存在するのでしょ

うか。それとも、各部局の感覚的なものなのでしょうか。 

結構達成していると思われるのに厳しい評価のものから、あまり届い

ていないように見えるけれども、達成したに入るかと思われるような

ものもあって、どのようにされているのかをお尋ねしたいです。 

 

生涯学習 

センター長：取組状況の冒頭の表記の仕方ですが、Ｅ委員がおっしゃったように、

分かりやすい表現に改めていきたいと思っています。実は教育プラ

ンの重点事業がこの中に１５件ありますが、教育プランの書き方と

合わせているところもありまして、そのあたりの兼ね合いもあって、

また整理をさせていただきたいと思っています。 

達成状況の考え方、そちらも教育プランと同じような考え方をして

いるのですが、確かに厳しいと思われる部分もあるかとは思います。

考え方として、この基準をクリアしたらというような明確な基準は

定めておらず、それぞれの部署で整理をして掲載しているものにな

ります。数字に達しなかったとしても、そこに似たようなこととか、

それを上回る何かほかのことをやったという考え方で評価を上げて

いる部分もあれば、そこそこ数字は行ったけれども、併せてこちら

の部分がちょっと欠けていたところで評価を下げているとか、全体

での評価になっていますので、一つ一つ見ていくと気になる部分は

あるのかと思っています。 

 

Ｅ 委 員：私としては、何割まで達成したからＡとかＢを設定するのは、かえっ

て行政の方々にとっても厳しい、首を締めることになると思うので

す。ですので、先ほどと同じで、みんなが納得できる、聞かれたとき

に、こういうことでＡです、Ｂですというようなことが示されていれ

ばよいのかと思います。 
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会 長：５ページの表は見取図になると思います。例えばそれぞれの項目が全

部入っていますので、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの表記を入れると、ここは

Ａだ、Ｄだということが一目で分かる。先ほどの話と同じように、な

るべく見やすくシンプルにする必要があると思います。今は文字でた

くさんの表記は奥側のほうに入っていて、外側はちゃんとインデック

スみたいなもの、あるいはキーワードみたいなものから出してくる見

せ方の問題はかなりあるので、この見せ方については今後も工夫して

いただければと思います。 

この５ページにＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅが全部入っていると、それを見る

ために、例えばページも入れておくような目次、索引的な効果もある

のではないかと思います 

 

Ａ 委 員：Ｄ評価のうち、コロナの影響でなかなか実施できなかったことは理解

できますが、それ以外でＤ評価、Ｅ評価の理由について教えていただ

きたいです。 

例えば、１３ページの取組２－４「学校図書館との連携強化」や３９

ページの５－４のデジタルコンテンツ、５－６、デジタル化の話。５

－６と５－８は、関連し合っているかもしれないですが、普通の感覚

だと、計画を立てた場合には、実施の予算や実施環境が整えられて、

それを進めていけば、今私が申し上げたような内容であれば着実に実

施できるのではないかと思います。それにもかかわらずＤ評価なのは

なぜでしょうか。 

あとは、Ａ評価の中で、何か想定以上にうまくいくときの成功パター

ンが全体を統括する中で見えていたら、その点のコメントをいただけ

ると今後の参考になるかと思いますので、教えていただけますでしょ

うか。 

 

図 書 館 

副 館 長：学校図書館との連携強化でＤ評価について、当初立てた目標をかなり

下回っているのが一番大きな理由です。例えばアンケート調査や向上

するための策は打っていますが、まだまだ明確に結果に反映していな

いので、今回は、Ｄ評価を取っています。あと、地域資料の活用や、

５－６、予算のことを申し上げるとなかなか厳しい部分はあるのです

が、確実に予算化できている事業を全て載せているわけではなく、計

画段階では予算化できていないものを計画しているものもあるので、

当初の計画から乖離が出ているものは、Ｄを取っているものもありま
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す。 

 

Ａ 委 員：アンケート調査等を実施している一方で、大きく目標数値を下回って

いる理由ですが、これは小中学校で受け入れることが難しいのか、貸

出しをすることのアレンジが難しいのか、それとも、先ほどもどうい

った根拠に基づいて目標値を設定するのかという話があったかと思

いますが、そもそもの目標の設定自体が高過ぎたということなのでし

ょうか。 

 

図 書 館 

副 館 長：複合的な理由はあるかと思います。この項目は、例えば学校図書館が

かなり充実していれば、むしろ使われない側面もありますし、そうい

う意味では、目標の設定がだんだん上がっていく設定が果たして正し

かったのかは、もちろんあろうかと思います。一方で、アンケート調

査を見ますと、貸出し側の使い勝手や、学校の先生が使いにくいとい

う実態がありますので、これが原因だということはないですが、そこ

の乖離について、図書館側としてできる部分については埋めていかな

いといけないと感じている次第です。 

 

Ａ 委 員：そういうことを考えたときに、最終の目標となるゴールがあって、そ

の過程としてこういうことをしなければいけないと、今、並列にこの

施策が全部並んでいるわけですが、この目標値を設定するための途中

の目標値としてこれとこれがありますというような、最終的に目指し

たい姿に向けて、どのように施策同士が関連し合っているのか、ある

程度系統立てて、示すことは可能でしょうか。複雑になってしまうの

で、急にできることではないかもしれませんが。 

今もおっしゃられたとおりに、学校の図書館自体が充実すれば、目標

値の数字がこんなにどんどん右肩上がりにならなくても良いのだと

すると、そこの整合性が取れていない施策の本当の意味や効果が測れ

ません。将来的な目標になるかもしれませんけれども、施策同士の相

互の関係性も含めて望む方向に向かっていくための整理をしていた

だくことが必要かと思います。 

あと、デジタル化について必ずしも予算化されていないということで

すが、これが本当に重要なことなのであれば、議会で理解を求めて実

施していくことが必要かと思います。 
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Ｄ 委 員：私は、生涯学習センター運営協議会を代表して出席をしているので、

それをベースにコメントします。 

先ほどの議題ですが、教育プランと生涯学習プランが統合されていく

ことで、いろんな形で情報を共有しながら進めていくことで期待を持

っているところです。「教育プラン重点事業」が、そもそも生涯学習

センターは今までも教育プランと連動させながら活動してきました。 

今、目標値の設定と評価の話がありましたが、生涯学習審議会で、生

涯学習センターをこのように運営したらどうかと答申をいただきま

す。それをベースにしながら、行政や評価委員、運営委員で、どんな

ことをどんなふうにと実態に合わせながら計画を立てて遂行してい

きます。先ほど、ご指摘ご意見もありましたが、行政も実態に合わせ

ると、この答申に書かれていることは、割と最初からハードルが高め

だと思います。それは真摯に受け止めて、目をそむけずに取り組んで

いこうと始めているところがありますので、必ずしもＡ評価が取れそ

うなことだけを計画に挙げていこうというわけではなくスタートし

ている側面もあるかもしれません。 

ただ、関わってきた行政がＡからＥまで評価してきたものについて、

なぜこれだけ評価が低いものだったのかとか、なぜここまで達成でき

たのかは、評価のし直しも含めて運営協議会できちんと議論している

ということもご承知をいただければと思っています。 

また、学校教育と生涯学習が統合されることで、本当に期待をしてい

ると話をしましたが、町田市は今、図書館の在り方も含めてかもしれ

ませんが、学校再編をいろんな地域でしています。文化が違う学校同

士が一緒になることの議論や、地域の皆さんが利用できる学校を目指

して話をしているのですが、互いの文化が多少違うところが１つにな

っていくマスタープランがまさにこれに当たっていくと思います。 

新しい学校にできる図書館をどのように地域の皆さんと有意義なも

のにしていこうかと議論をしていくときに、このプランをそこの会議

に出席者が意識していることが必要だとすごく思う場面があります。

と申しますのも、生涯学習センターでも、市民大学のみならず、なる

べくいろんな学びの場面を提供して、中には地域の学校で活躍してく

ださる人材がそこから生まれてくれる期待もありますが、必ずしもそ

の方がその学校の教育プランを理解しているわけではない場面があ

ります。なので、受け入れる学校とのマッチングが悪い場合がある。

このため、その学校が目指している教育の方向性と教育プランを融合

させていく中で、お互いが情報共有する場面をつくっていく工夫があ
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ったらいいと思います。これは生涯学習センター運営協議会でも意識

して進めていきたいと思います。 

 

生涯学習 

総務課長：今、町田市では新たな学校づくり推進計画を基にして、今後、人口が

減っていく中で、しっかり地域が元気で皆さんが地域で生活していけ

るような施策を行っています。学校がなくなってしまうことで心配な

さる方もいらっしゃいますし、そういったことを一つ一つ市民の皆さ

んに、学校教育部が中心となって説明しています。本プランの中に新

たな学校づくりの推進も入っていますし、学校施設の活用や先ほどの

プールの話、地域と連携した学びを推進するなど、いろいろな学校と

生涯学習が連携した施策が入っています。図書館、生涯学習センター、

生涯学習総務課の歴史資源担当でも、地域での話し合いを行いながら

施策に取り組んでいこうとしています。生涯学習推進計画で示されて

いることが今後の次の教育プランでどうなっていくかについては、先

日、会長と話したときもご指摘を受けましたので、しっかり示してい

きたいと考えています。 

 

会 長：生涯学習センター、図書館、文学館、それぞれ運営協議会があります。

その中でも十分お話しいただいています。でも、なかなかそれが組み

上がってこない、全体としてどうなっているか関わりが見えないこと

もあるので、全体総括があってもいいのではないかと思います。来年

度、最後になりますので、定性的なもので、何がどうだったのかと全

体総括を２３年については行うといいのではないかと思います。そう

すると、それが教育プランの具体的な推進につながっていくかと思い

ます。 

ちなみに、教育委員会の教育プラン点検評価をやっていますが点検評

価者として、最後にコメントを出します。全体を総括して、こんなふ

うに考えるという内容が、２０２２年度事業実績の報告においてもあ

って良いのではないかと思います。 

次に、生涯学習部からの報告をよろしくお願いします。 

 

生涯学習 

総務課長：資料３ですが、今回、幾つか特徴的なことがありますので、その中か

らピックアップして担当からそれぞれ説明します。 

まず、５月の定例教育委員会の中での生涯学習に関する項目と、それ
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から、町田市議会定例会について行われたことを報告事項に記載して

います。その中で、１ページの(３)第４回定例会で、「町田のおカイ

コさん」展の開催について報告をしました。これは、自由民権資料館

で７月２２日から９月３日の夏休みに行った展示で行ったことにつ

いてです。 

資料３－１「町田市立自由民権資料館の愛称決定について」の資料を

ご覧ください。 

先ほど、Ｄ委員からご紹介があったあり方見直し方針を自由民権資料

館も行いまして、生涯学習審議会の中で、以前、様々なご意見をいた

だきました。自由民権運動にかなり注力してきたのですが、それとと

もに町田の歴史を紹介する施設であることをしっかり皆様に知って

いただいたほうがよいとご意見をいただきました。今回、６月に近隣

の小中学生と来館者の方から、どんな自由民権資料館の愛称がいいか

と、愛称候補を出していただきました。その中から５つの愛称候補を

選定して、町田の養蚕を扱った展示「町田のおカイコさん」展で、来

館者の方に投票していただいた結果が、こちらです。 

子どもにアイデアを出してもらっていたのでいろいろな面白いお名

前がありました。「まちれき」、「まちしり」、「まちまな」、「町

レッキー」、「れきあす町田」の候補を書いた用紙を館内に貼って、

一つを選んでシールを貼ってもらって投票してもらいました。その中

から、「まちれき」が得票多数だったので、こちらを愛称で決定して

います。愛称といっても自由民権資料館の名前が入れ替わるのではな

くて、資料館の名前と一緒に「まちれき」を併記して使っていきます。 

 

図 書 館 

副 館 長：図書館から、資料３の５ページに概要の記載があります。９月市議会、

文教社会常任委員会における請願１件と、行政報告２件についてご報

告します。 

まず、町田市立図書館の資料購入費の増額を求める請願についてで

す。 

本件は、ある市民団体から出されたもので、内容は、町田市立図書館

の市民１人当たりの図書費、現在８０円ですが、多摩地域の平均２３

０円を目標に速やかに増額してほしいというものです。こちらについ

ての図書館の考え方について、これまで図書館では、民間活力の活用、

運営経費の適正化、施設再編を推進することで図書館資源を再配分

し、図書の充実にも努めてきたところです。 
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また、様々な社会状況の変化により、近年の図書館では居場所の機能

向上や、電子書籍をはじめとするデジタル化への対応など、従来の紙

の図書の閲覧や貸出しだけにとどまらない多様な市民ニーズです。こ

れら時代に応じた多様な市民ニーズに的確に応える必要があります

ので、請願者がおっしゃる２３０円を目標に速やかに増額すること、

こちらに集中して取り組むことは難しい旨をご説明しました。 

質疑の後の委員会における審査の結果は、採択すべきものでした。し

かし、９月２９日、本会議で１５対２０の賛成少数で本請願は不採択

となっています。 

続いて、行政報告、市立小・中学校児童・生徒への電子書籍サービス

利用ＩＤ付与について資料３－３をご覧ください。 

図書館では昨年１０月から電子書籍サービスを開始し、当初の想定を

超えてご利用いただき、市民から大変ご好評いただいています。そこ

で、この電子書籍サービスを小中学校での授業や、児童生徒の読書支

援に活用いただくことを検討し、今年の３月にモデル校２校に先行導

入したところ、多くご利用をいただけました。結果を受けて、市立小

中学校全校の児童生徒及び教員に利用ＩＤを付与したものです。 

具体的には、項番２に記載のとおり、市立図書館が持つ約４６００点

のコンテンツ全てが利用可能となります。また、本事業を始めるに当

たり、例えばナレーションつきの外国語書籍、クラス全員で同時アク

セスできる本など、学校現場での利用を想定したコンテンツをあらか

じめ充実させました。 

項番３の経過ですが、まず７月に教員にＩＤを付与し、夏休み期間に

利用方法をご確認いただいた上で、９月の新学期から児童生徒の利用

が始まったところです。９月の速報ベースで集計し、利用実績は合計

で１万７６冊です。大変手応えを感じています。 

最後、行政報告、鶴川図書館における図書コミュニティ施設に向けた

取組状況について、資料３－２をご覧ください。 

教育プラン２４－２８の重点事業でもある内容です。鶴川図書館につ

いて、民設民営の図書コミュニティ施設への転換に向けて、今年４月

に地域で読書普及や子どもの学習支援などに取り組んでいる５名の

方が発起人となり、運営団体設立に向けた準備会を立ち上げまして、

今、検討を進めているところです。今回の行政報告では、その状況な

どについて説明しました。 

まず、項番１の準備会における検討状況ですが、１０月に運営団体を

設立すべく、その法人形態を一般社団法人として、事業計画、組織体
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制などの検討を進めているところです。あわせて、人々がつながる場

になるような施設レイアウトについても検討しています。 

次に、項番２の施設改修について、イベント等を通じて地域の皆さん

からいただいたご意見を踏まえつつ、来年２月から３月にかけて休館

を伴う改修工事を行う予定としています。 

続いて、項番３、民設民営化の時期ですが、当初、２０２６年度を想

定していましたが、改めて検討し１年前倒しで２０２５年度からとし

ました。 

項番４のスケジュールは、今申し上げたことを整理して記載していま

す。 

 

文学館長：続きまして、文学館の報告です。 

資料３－４をご覧ください。「生誕１００年 遠藤周作展－ミライ

を灯すことば」の開催についてご説明します。 

作家、遠藤周作は文学館の開館のきっかけとなった作家であり、２

０２３年、今年に生誕１００年を迎えます。それを記念して、１０

月２１日土曜日から１２月２４日日曜日まで文学館で展覧会を開催

します。今までも遠藤周作については展覧会を２回、ミニ展示も数

回やって、その他、イベント等も何回か開催してきているのですが、

今回の展覧会では遠藤の代表作を現在活躍中の作家４人の方に現代

的なテーマで読み解いていただいて、次世代に語り継ぐ文学として

遠藤文学の再評価ができればと思い開催します。 

観覧時間は、午前１０時から午後５時まで、今回は有料展で、料金

が一般６００円、大学生、高校生は３００円、中学生以下は無料と

なっています。ただし、１０月２２日は文学館まつりが開催されま

す。この日は展覧会の観覧も無料となります。また、１１月３日、

文化の日も無料となっています。 

さらに、今、版画美術館で「揚州周延展」を実施していますが、こ

ちらの展覧会と文学館の遠藤展の開催がかぶる期間、１０月２１日

から１２月１０日について相互割引で、片方の展覧会を先に見に行

って、そのチケットの半券をもう片方の施設で提示していただけれ

ば、一般２００円、大学生、高校生は１００円引きという相互割引

を実施して、ご覧いただきやすくしたいと思っています。 

関連イベントとして、夏川草介さんや山崎ナオコーラさん、今井真

里さん、加藤宗哉さんの講演会や対談、遠藤の代表作である「深い

河」の映画上映会、また、今回、市民協働の企画として桜美林大学
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にご協力をいただき、桜美林大学と文学館の共催で、桜美林大学は

キリスト教を建学の精神ということでご協力を仰いだところ、快諾

いただけました。こちらの教授に遠藤周作の人生と幾つかの作品を

複合して脚本を書いていただいて、舞台「合唱物語 沈黙の声」と

いう形で公演を実現できるようになりました。 

それ以外にも、資料３－４の裏面にあるように、各種イベント、市

民協働企画として鶴川地区協議会と協働の３水スマイル講座、遠藤

周作が住んでいたのが玉川学園なので、コミュニティセンターまつ

りでのＰＲ、ミニパネル展など、数々のイベントを実施したいと考

えています。 

 

生涯学習 

総務課長：遠藤周作展については、文学館の開館のきっかけともなりました作家

の展覧会です。よろしければご高覧いただきたくご紹介させていただ

いています。 

生涯学習部の報告事項について、定例教育委員会の中でも、今、項目

出ししているものについては、教育委員会は、今すぐにホームページ

で資料をご覧いただけますし、会議録もかなり早いペースでアップし

ていますので、もしご興味があってお時間があれば、ご高覧いただけ

ればと思います。 

 

会 長：報告事項について質疑応答、意見交換をしたいと思います。 

私も図書館協議会委員です。図書館が一生懸命いろんなことをやっ

ているのは非常に高く評価しています。ただし、日本で２番目に小

さな狛江市の１人当たりの図書館の費用はたしか２７０円ぐらいで

す。いろんなことをやっているが、町田市の８０円は少ないと思わ

れます。図書館の魅力を高めるためには、冊数が増えた方がいいと

思うし、その冊数も魅力ある本を買わなくてはいけないから、一定

のお金も必要だと思います。だから、ほかのことをいろいろやって

いるからいいというわけでもないと私は思います。例えば、大富豪

が、本をたくさん寄贈してくれるなどがあるならまた別だけども。

これは否決されましたが、平均金額２３０円まで行かなくても、少

なくとも２００円ぐらいにはと私は思います。 

 

図 書 館 

副 館 長：図書館として、図書の充実が重要だというのは重々承知しています。



20 

 

ただ一方で、図書館の利用もかなり減っている中で、図書館の中でで

きることをまずやっていく必要があるのかと思っています。我々でで

きることは、自分の持っている自助努力の中で資源を采配していくと

ころですので、２３０円とか２００円はかなり厳しいレベルだと思っ

ています。特に人口規模が大きな図書館は、そういう意味では、割り

負けるというか、そういった事実もありますので、自助努力を重ねな

がら、ほかのサービスの充実もさせながら、資料の充実には引き続き

取り組んでまいりたいと思っています。 

 

会 長：その他、事務局からありますか。 

 

事 務 局：次回の審議会のスケジュールをご案内します。次回は、年明け２月頃

に開催を予定しています。その際に策定した次期教育プランと、パブ

リックコメントの実施状況などについて、また改めてご報告をしたい

と思います。事務局からは以上です。 

 

会 長：第５回町田市生涯学習審議会を終了します。 

 

 

《資料》 
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 資料３－２ 鶴川図書館における図書コミュニティ施設に向けた取組

状況について 

 資料３－３ 市立小・中学校児童・生徒への電子書籍サービス利用ＩＤ

付与について 

 資料３－４ 「生誕１００年 遠藤周作展―ミライを灯すことば」の開
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